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毎⽉ 15 ⽇までの会費納⼊に、
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年
末
調
整
の
書
類
が
届
い
て
い
ま
す 

年
末
調
整
の
必
要
書
類
が
税
務
署

か
ら
一
斉
に
送
付
さ
れ
、
問
い
合
わ 

せ
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。 

専
従
者
や
従
業
員
の
い
る
事
業
所

で
は
、
今
年
一
年
に
支
払
っ
た
給
料

に
基
づ
い
て
所
得
税
を
計
算
す
る

「
年
末
調
整
」
の
作
業
が
必
要
で 

す
。 

講
習
会
は
必
ず
予
約
し
て
参
加
し 

て
く
だ
さ
い 

春
日
井
民
商
で
は
、
今
年
も
左
記

の
と
お
り
年
末
調
整
学
習
会
と
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
事
務
所
近
辺
の

路
上
駐
車
取
り
締
ま
り
が
厳
し
く
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
講
習
会
に
は
必
ず 

課

税

業

者

事
前
に
電
話
で
予
約
を
し
て
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。
事
務
所
で
の
講
習
会

は
各
回
と
も
４
名
ま
で
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
予
約
な
し
の
来
所
は

お
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

 

１
月

14

日
（
金
）
と
１
月

18

日

(

火)

は
、
朝
か
ら
夜
ま
で
レ
デ
ィ
ヤ
ン

に
て
講
習
会
を
行
い
ま
す
。
な
る
べ

く
駐
車
場
の
心
配
の
な
い
こ
ち
ら
に

参
加
く
だ
さ
い
。 

源
泉
所
得
税
の
納
期
限
は
来
年
１

月
20
日
（
木
）
、
書
類
の
提
出
期
限
は

１
月
31
日(

月)

で
す
。
１
日
で
も
遅

れ
る
と
不
納
付
加
算
税
が
発
生
す
る

の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
遅
れ
な
い
よ
う

準
備
を
進
め
ま
し
ょ
う
。 

 

 

値段は昨年と同じです。 

こんぶ(大・500g) 2,500 円 
こんぶ(小・200g) 1,200 円 
根こんぶ     2,400 円

 

 

員をめざす。との⽅針が確認されました 
。 

 最後に当⽇、会場に寄せられた、署名とカンパが禰屋さんに⼿渡されました。 

 今総会でも星野が事務局⻑に再任されましたので、引き続き皆さんのご協⼒をお願いします。 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

締切が迫っています！ 
月次支援金９月分   ⇒ １１月３０日(火) 

愛知県応援金     ⇒ １２月１０日(金) 

感染防止対策協力金  ⇒ １２月１３日(月) 
（10/1～10/17 実施分） 

 
① 年末調整学習会を開催します 

１２⽉１５⽇(⽔) １９時〜  
事務所２F 

② 年末調整講習会(完全予約制) 
日時 10 時～ 14 時～ 19 時～ 

12 月 17 日(金)  ① ② 

12 月 23 日(木) ③ ④ ⑤ 

１月６日(木) ⑥ ⑦  

１月 14 日(金) ⑧ ⑨ ⑩ 

１月 18 日(火) 

 

 

⑪ ⑫ ⑬ 

上記の日程表で、講習会(①～⑬)の参加希望日を事前に予約し

てください。人数の関係で調整をお願いする時もあります。 

①～⑦は各回とも４名までです。早めに予約してください。 

⑧～⑬はレディヤンかすがい２階講習室で開催 

11
月
21
日(

日)

、
労
働
会
館
で
倉
敷
民
商
弾
圧

事
件
愛
知
の
会
第
８
回
総
会
が
開
か
れ
74
名
が
参

加
し
ま
し
た
。
春
日
井
民
商
か
ら
は
森
山
会
長
は
じ 

め
７
名
が
参
加
。 

総
会
で
は
、
弁
護
団
事
務
局
長
の
岡
邑
弁
護
士
か

ら
、
公
判
が
始
ま
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
弁
護
団
が

検
察
側
の
不
十
分
な
「
立
証
」
計
画
に
ど
の
よ
う
に

対
峙
し
て
い
る
か
詳
細
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
公
判

開
始
は
年
明
け
に
な
る
と
の
見
通
し
も
明
ら
か
に

さ
れ
ま
し
た
。
当
事
者
の
禰
屋
さ
ん
も
直
接
支
援
を 

訴
え
ま
し
た
。 

続
い
て
、
こ
の
一
年
の
ま
と
め
と
今
後
の
方
針
等 

に
つ
い
て
星
野
事
務
局
長
が
提
案
。 

最
後
に
署
名
と
カ
ン
パ
が
禰
屋
さ
ん
に
手
渡
さ 

れ
ま
し
た
。 

今
総
会
で
も
星
野
が
事
務
局
長
に
再
任
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
引
き
続
き
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い 

し
ま
す
。 

 

倉敷⺠商弾圧事件・無罪を勝ちとる愛知の会第８回総会が開かれる

 倉敷民商弾圧事件とは 

倉敷民商弾圧事件とは 2014 年に発生した、会員であった法人の

「脱税」を口実に、倉敷民商の事務局員 3 名が法人税法違反等で

逮捕・起訴された事件。禰屋さんは、一審で不当な有罪判決を受

けるも、2018 年 1 月、広島高裁岡山支部で「破棄差し戻し」の

判決を勝ちとり、ふたたび岡山地裁で無罪を目指しています。差

戻後、約４年も公判が開かれない異常な事態が続いています。


